
別紙３ 

提案書評価基準 

 

１ 評価事項 

 提案書に対する評価項目や評価の視点等は別紙「提案書評価項目一覧」を参照。 

 

２ 評価方法 

(1) 評価 

 各評価項目について、次のいずれかの評価を行う。 

ア Ａ、Ｅの２段階評価  

イ Ａ、Ｃ、Ｅの３段階評価  

ウ Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５段階評価 

(2) 評価点 

 評価を基に表１のように評価点を算出する。 

表１ 評価点の算出 

配点 
評価点 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

100 100 80 60 40 10 

100 100  60  10 

50 50 40 30 20 10 

50 50  20  5 

30 30  15  0 

20 20  10  5 

20 20    5 

10 10  5  0 

10 10    0 

 

３ 提案者の選定方法及び受託候補者の特定方法 

(1) 評価項目について、委員長及び副委員長を含む全ての評価委員が与えた合計点が最も高い者

を受託候補者として特定します。 

(2) 総合計点を比較してもなお、受託候補者を特定できない場合には、次の順序で受託候補者を

特定します。 

ア 「機能要件の実現」の合計点が上位の者 

イ 「非機能要件の実現」の合計点が上位の者 

ウ 「構築・運用体制等」の合計点が上位の者 

 



提案書評価基準

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
1

1.1

本業務と同
種・類似業務
の構築・運用
実績

顧客先でのサーバー構築を含むサービス環境
構築及びサービス運用実績について、企業又
は地方自治体における実績を記載してくださ
い。

企業又は地方自治体におけるサービス環境の構築
及びサービス運用に関する十分な経験を有してい
るか。

100 10件以上の実績が
ある。

５件以上の実績が
ある。

実績がある。

2

2.1.1

必須項目の実
現

別紙「機能要件一覧」の必須項目の機能を実
現できるかどうかを別紙「機能要件一覧」に
記載してください。

「機能要件一覧」の必須項目の機能を実現できる
か。
【別紙に基づき評価】
必須機能が優れているか。
必須機能実現が出来ない又は実現手法に課題があ
り、実用に問題がある場合は不合格とする。

―

2.1.2
任意項目の実
現

別紙「機能要件一覧」の任意項目の機能を実
現できるかどうか、別紙「機能要件一覧」に
記載してください。

「機能要件一覧」の任意項目の機能を実現できる
か。
【別紙に基づき評価】

―

2.1.3

利便性に資す
る提案

別添の「機能要件一覧」に記載のない機能で
他に利便性に資する提案がある場合に記載し
てください。

「機能要件一覧」で記載した以外の有用な提案が
あるか。

100 極めて有用な機能
の提案である。

ＡとＣの中間に相
当するレベルの機
能提案。

有用な機能の提案
である。

ＣとＥの中間に相
当するレベルの機
能提案。

有用とまでは言え
ないが機能の提案
がある。

2.1.4

処理性能 今回の提案で実現される処理性能（識字率・
処理速度）について記載して下さい。

ユーザーが快適に利用できるだけの処理性能が見
込めるか。
例：１ページ100項目の帳票の読み取り秒数や１
ページ同項目数で30ページの帳票の読み取り秒数
など具体的に。

50 極めて快適に利用
できるだけの処理
性能が見込める。

ＡとＣの中間に相
当するレベルの機
能提案。

快適に利用できる
だけの処理性能が
見込める。

ＣとＥの中間に相
当するレベルの機
能提案。

問題とはならない
程度の処理性能が
見込める。

3

3.1

3.1.1

直感的なＵＩ 職員（利用者）がサービスを利用する上で、
特別な研修等を受けなくとも直感的に操作で
きるデザインも含め、使いやすいＵＩ（ユー
ザインターフェイス）の構築や、ＵＸ（ユー
ザエクスペリエンス）を高めるために配慮さ
れている点があれば、記載してください。

職員（利用者）がサービスを利用する上で、デザ
インも含め、使いやすいＵＩを構築しているこ
と。
例：アプリのメニューに統一感がある、操作画面
がひとつにまとめられている、帳票ごと項目ごと
などで自由に読み取った文字修正ができる等。

30 マニュアルを見る
ことなく画面を見
ただけで基本的な
操作を行えるよう
配慮されている。

マニュアルなどの
参照先がすぐに呼
び出せるように配
慮されている。

マニュアルが操作
画面とは別に整
備・準備されてい
る。

3.1.2

作業性向上の
ためのＵＩ

入力の操作性に配慮した機能設計をしている
点があれば記載してください。

文字修正時の迅速性向上や負担軽減に配慮したＵ
Ｉを構築していること。例：キーボードだけです
べての操作ができる等。

30 操作性に極めて配
慮した機能をを有
している。

操作性に配慮した
機能を有してい
る。

配慮はあるが操作
性の向上にはつな
がらない。

評価の着眼点 配点
評価基準

業務実績等

機能要件の実現

項番 評価項目 記述内容（要求要件）

非機能要件の実現

ＵＩ・ＵＸ



提案書評価基準

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
評価の着眼点 配点

評価基準
項番 評価項目 記述内容（要求要件）

3.2

3.2.1

運用保守・障
害対応

顧客先に構築したサービス環境の運用保守
（運用管理、障害対応）について、貴社の考
えを記載してください。

顧客先に構築したサービス環境の運用保守（運用
管理、障害対応）の考え方や体制が適正かつ具体
的であること。

10 運用保守の考え方
や体制が適切かつ
具体的。

運用保守の考え方
や体制が不適切ま
たは抽象的。

3.2.2

ユーザサポー
ト

ユーザサポートの体制を記載してください。
利用者のニーズに応えるために、どのような
工夫をしているか記載してください。（技術
者の現地派遣、現地派遣までの時間、セミ
ナーの準備など）

利用者が利用しやすい提供方法等の提案がされて
おり、業務内容等が適正かつ具体的であること。

10 ユーザーサポート
の内容が適正かつ
具体的であるこ
と。

ユーザーサポート
の内容が不適切ま
たは抽象的。

3.2.3

運用支援 円滑にサービスを開始し運用できるよう、運
用業務において、管理者（職員）にどのよう
な支援を行えるのか、具体的に提案してくだ
さい。

本市管理部署職員への支援が具体的であり、職員
負担が少ないこと。

10 職員支援の内容が
適正かつ具体的で
あること。

職員支援の内容が
不適切または抽象
的。

3.3

3.3.1

個人情報保護
対策

個人情報保護マネジメント、情報セキュリ
ティマネジメントの内容、特に個人情報保護
対策（個人情報取扱方法、監査方法など）に
ついて記載してください。

個人情報保護マネジメント、情報セキュリティマ
ネジメントの内容、特に個人情報保護対策（個人
情報取扱方法、監査方法など）が具体的であるこ
と。

20 具体的かつ適正
であり、充実し
た内容である。

具体的かつ適正
である。

3.3.2

セキュリティ
対策

物理的、技術的、人的にどのようなセキュリ
ティ対策を施すかを具体的に記載してくださ
い。また、セキュリティに対する社員教育、
守秘義務の社内基準やセキュリティ監査の仕
組みがあれば記載してください。
データの保管について、事業者側で保有する
データがある場合には、その内容及びどのよ
うなセキュリティ対策を講じているか記載し
てください。

物理的、技術的、人的なセキュリティ対策が実施
されており、セキュリティ対策が明確かつ適正で
あること。
ユーザデータなどの個人情報を含むデータについ
て、十分なセキュリティ対策が取られているこ
と。

20 対策や体制等
が明確である。ま
た、脆弱性を早期
に検知する体制や
仕組みが整ってお
り、迅速に対応で
きる。

対策や体制等が明
確である。また、
脆弱性に対応でき
る体制や仕組みが
ある。

3.3.3

Webアプリケー
ションのセ
キュリティ対
策

日本セキュリティオペレーション事業者協議
会が定義する「Webシステム/Webアプリケー
ションセキュリティ要件書 Ver.4.0」の要件
を満たすこと。

第三者機関の定めるWebアプリケーション開発時に
必要なセキュリティ要件の定義を満たすこと。

20 「Webシステム
/Webアプリケー
ションセキュリ
ティ要件書
Ver.4.0」の要件を
満たすこと。

その他第三者機関
の定めるWebアプ
リケーションセ
キュリティ要件を
満たすこと。

なんらかのWebア
プリケーションセ
キュリティ要件の
定義を満たしてい
ること。

3.4

3.4.1

拡張性（ソフ
ト）

年間の保守契約にソフトウェアのバージョン
アップも含み、別に料金が発生しないこと。

予測のつかない費用負担をすることなく、最新の
状態で利用できること。

30 年間保守費に製品
バージョンアップ
も含まれること。

新機能は別に契約
を結べば利用でき
ること。

稼働後は一部の機
能しか追加できな
い。

3.4.2

拡張性（ハー
ド）

処理量の増加に柔軟に対応できること。 リソースの追加によりスケールアップ、スケール
アウトが柔軟に行えるか。

30 リソースの追加だ
けで柔軟に対応で
きること。

ソフトの設定も必
要だが対応できる
こと。

リソース追加の他
に有償のソフト設
定が必要。

3.4.3

将来性 今後のサービス強化や改善の予定やロード
マップについて記載してください。

今後、利便性向上につながる機能（特に機能要件
一覧において任意としたもの）が追加される予定
があるか。それらの実現性、実装予定時期につい
て具体的に記載されているか。

20 機能追加が大いに
見込めること。

最低限の機能追加
が見込めること。

継続して製品利用
するための最低限
の機能維持が見込
めること

拡張性

セキュリティ

運用・保守性



提案書評価基準

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
評価の着眼点 配点

評価基準
項番 評価項目 記述内容（要求要件）

4

4.1

4.1.1

実施体制 構築及び運用の体制図と各部門に携わる人数
について、現在の想定値を記載してくださ
い。

・実施体制が明確にされていること。
・業務遂行に必要な責任体制（意思決定者の明確
化、位置付け）となっていること。
・本市職員との連携が考慮されていること。

30 体制が明確であ
り、本市職員と
円滑に連携する
ための工夫がさ
れている。

体制が明確になっ
ている。

体制に不明確な部
分がある。

4.1.2

実施計画 令和６年度中の稼働を想定し、構築、試験、
運用開始までの実施計画を記載してくださ
い。

・実施計画が明確にされていること。
・構築期間及び試験期間、障害発生時のリカバリ
の期間等が盛り込まれていること。

30 実現性があり、早
期のサービス利用
が期待できる。

具体的で実現性が
ある程度期待でき
る。

具体的でなく、実
現性が疑わしい。

4.2

4.2.1

プロジェクト
管理者

顧客先でのサービス環境の構築及び運用保守
のプロジェクトの実績・経験等を記載してく
ださい。

顧客先でのサービス環境の構築及び運用保守プロ
ジェクトの管理又はそれに準ずる経験があるか。

20 ６年以上の構築及
び運用保守の実
績・経験等を有す
る。

３～５年の構築及
び運用保守の実
績・経験等を有す
る。

３年未満の構築及
び運用保守の実
績・経験等を有す
る。

4.2.2

チームリー
ダー

顧客先でのサービス環境の構築及び運用保守
の実績・経験等を記載してください。

・顧客先でのサービス環境の構築及び運用保守に
関する経験を有しているか。
・チームリーダーとして十分な経験を有している
か。

20 ５年以上の構築及
び運用保守の実
績・経験等を有す
る。

２～４年の構築及
び運用保守の実
績・経験等を有す
る。

２年未満の構築及
び運用保守の実
績・経験等を有す
る。

4.3

4.3.1

提案に対する
経費の妥当性

５年間の総経費（サービス環境構築及び運
用）について記載してください

総経費が提案に対して適正か。 50 根拠が明確でかつ
経費がリーズナブ
ルである。

根拠が明確であ
る。

根拠に不明確な部
分がある。

5

5.1

ISO9001取得状
況

品質保証の国際規格であるISO9001の認証を受
けた企業であること

第三者機関である国際標準化機構の定めた品質保
証プロセスの要求を満たしていること。または申
請中であること。

20 ISO9001認証取得
後４年以上継続保
持していること。

ISO9001認証を取
得している。

ISO9001認証を申
請中。

品質保証

運用費用

配置予定技術者の業務実績・経験等

構築・運用体制等

プロジェクト運用



提案書評価基準

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
評価の着眼点 配点

評価基準
項番 評価項目 記述内容（要求要件）

6

6.1

ワーク・ライ
フ・バランス
に関する取組

ワーク・ライフ・バランスに関する取組につ
いて、取得している認定を記載してくださ
い。

次のいずれかを取得しているか。
①次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くる
みんマーク、プラチナくるみんマーク）
②女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律に基づく認定（えるぼし）
③若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール)
④よこはまグッドバランス賞

10 ２件以上取得して
いる。

１件取得してい
る。

取得していない。

6.2

障害者雇用に
関する取組

障害者雇用に関する取組として、従業員数、
障害者雇用数、障害者雇用率を記載してくだ
さい。

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.3%の達成
をしているか。

10 達成している（従
業員43.5人以
上）。または、障
害者を１人以上雇
用している（従業
員43.5人未満）。

達成していない
（従業員43.5人以
上）。または、障
害者を１人以上雇
用していない（従
業員43.5人未
満）。

6.3

健康経営に関
する取組

健康経営に関する取組について、取得してい
る認定を記載してください。

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・
中小規模法人）の取得、又は、横浜健康経営認証
のAAAクラス若しくはAAクラスの認証を取得してい
るか。

10 健康経営銘柄、健
康経営優良法人
（大規模法人・中
小規模法人）の取
得、又は、横浜健
康経営認証クラス
AAA）を取得。

横浜健康経営認証
クラスAAを取得。

取得していない。

企業としての取り組み



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

基本機能

1 基本機能 ベース機能 必須
オンプレミスで構築したサーバーにソフトをインストールして利用でき
ること。

20
オンプレミスのサーバー
に構築できること。

クラウド以外の代替手段
で利用できること。

2 基本機能 ベース機能 必須
クライアントPCのＯＳであるWindows（OSベンダーがサポートするバー
ジョンに限る）で動作すること。

20
Windowsで問題なく動作
する。

代替手段により職員の自
席で利用できること。

3 基本機能 ベース機能 必須
ブラウザまたは製品に付属するソフトウェアを介して自席クライアント
端末でサービスを利用できること。

20 ブラウザで利用できる。
製品に付属するソフト
ウェアを介して利用でき
ること。

4 基本機能 ベース機能 必須 ブラウザでの利用の場合edgeでサービスを利用できること。 20
edgeで利用できるこ
と。

代替手段により職員の自
席で利用できること。

5 基本機能 ベース機能 必須
画像データを入力として、記載内容を決められたファイルレイアウトの
テキストデータとして出力できること。

20
画像データからテキスト
データに直接出力できる
こと。

画像データから何らかの
データに出力し、その後
テキストデータに変換で
きること。

6 基本機能 読取 必須 活字、手書き文字がそれぞれ読み取れること。 20
活字、手書き文字が制約
なく読み取れること。

一定の制約はあるが活
字、手書き文字が読み取
れること。

7 基本機能 読取 任意
取り消し線、訂正印、黒丸塗りつぶしなどで取り消した文字を読み飛ば
せること。

10 全て読み飛ばせること。 一部読み飛ばせること。
取り消した文字は読み飛
ばせない。

8 基本機能 読取 任意 枠から少しはみ出した文字があっても読み込み可能であること。 10
枠からはみ出た文字を読
み取れること。

枠からはみ出ていること
を知らせる仕組みがある
こと。

枠からはみ出た文字は読
み込めないし知らせる仕
組みもない。

9 基本機能 読取 任意
あらかじめ印刷されたタイトルや項目の説明文（「住所」など）を読み
飛ばせること。

10
全ての種類を読み飛ばせ
ること。

ある種類のものを読み飛
ばせること。

タイトルや項目の説明文
は読み飛ばせない。

10 基本機能 読取 任意 読み取り用紙の背景に模様が入っていても文字を読み取れること。 10
どのような背景でも読み
取れること。

あるパターンの背景であ
れば読み取れること。

背景や模様がある場合は
ほぼ読み取れない。

11 基本機能 読取 任意
読み取り時の縦横のずれや上下などの読みとり向きの誤りを補正して読み
取ることができること。

10
どのような向きでも補正
できること。

一定以上の向きの誤りで
あれば補正できること。

縦横のずれや上下逆さま
などは読み取れない。

12 基本機能 読取 任意
活字及び手書き文字の認識率（※）が高水準であること。
※…各社のホームページなどで公に公表している率。

10
活字、手書き文字どちら
も99％以上の認識率で
あること。

活字、手書き文字どちら
かの認識率が99％以上
であること。

活字、手書き文字どちら
かも99％以下の認識
率。

13 基本機能 帳票定義 必須
任意の様式について、帳票定義（読取項目、読取位置、項目名等の指
定）ができること。

20
書類サイズ、ページ内項
目数などの制約なく定義
できること。

一定の制約はあるが、定
義できること。

14 基本機能 帳票定義 任意
定型文書の読み取り位置設定を既存帳票と重ね合わせて定義できるこ
と。

10
実際の帳票画像を重ね合
わせて定義できること。

帳票のイメージなどと重
ね合わせて定義できるこ
と。

帳票のイメージなどと重
ね合わせて定義できな
い。

15 基本機能 帳票定義 任意
帳票から項目位置を自動で特定し、設定する項目の範囲を候補として提
示できること。

10
帳票全体を自動で候補と
して提示できること。

ユーザーが範囲を指定し
その中での候補を提示で
きること。

自動では項目を特定でき
ない。

16 基本機能 帳票定義 任意 英字・数字などその項目で記載される文字種類を設定できること。 10
全ての種類の文字種を設
定できること。

一部の種類の文字種を設
定できること。

文字種の設定はできな
い。

17 基本機能 帳票定義 任意
一定の規則に基づいて振られるコードなどの規則をユーザーが設定でき
ること。例）郵便番号は「数字３桁 + "―" + 数字４桁」という規則など

10
ユーザーで自由に設定で
きること。

郵便番号などあらかじめ
準備されたコードであれ
ば選択できること。

規則は設定できないし選
択肢で選ぶ仕組みもな
い。

18 基本機能 入力ファイル 必須 PDFファイルを入力として文字の読み取りができること。 20
PDFのマルチページに対
応していること。

PDFのシングルページに
は対応していること。

19 基本機能 入力ファイル 任意 複数ファイルを一括して読み込み複数ページを一度に処理できること。 10
合計して300ページ以上
を一度に読み込めるこ
と。

合計して300ページ未満
を一度に読み込めるこ
と。

複数ページを一度には読
み込めない。

20 基本機能 入力ファイル 任意 PDFファイル以外のファイル種別でも文字読み取りできること。 10
PDFのほか３種類のファ
イル形式に対応している
こと。

PDF以外に読み取れる
ファイル形式があるこ
と。

PDF以外は文字読み取り
できない。

21 基本機能 入力ファイル 任意
定型帳票だけではなく、準定型帳票（請求書、預金通帳などのように項
目は同じだが出現位置が異なる帳票）の読みとりも行えること。

10
12種以上の準定型帳票
に対応していること。

12種未満の準定型帳票
に対応していること。

準定型帳票の対応はな
い。

22 基本機能 データ化 任意
入力ファイルに複数種類の帳票が存在した場合に自動で仕分けし、それ
ぞれの帳票の読みとり項目でデータ化できること。

10
100種類以上の帳票が一
度に仕分けできること

100種類未満の複数種を
含む帳票を一度に仕分け
できること。

自動での仕訳はできな
い。

23 基本機能 データ化 任意
非定型帳票を読み取り、テキスト部分を読み取り可能なテキストデータ
に変換してPDFファイルとして出力できること。

10
単純にテキストを抽出す
るだけでなく、サーチャ
ブルPDFにできること。

帳票のテキスト部分だけ
を抽出できること。

非定型の帳票の読み取り
はできない。

24 基本機能 検証・修正 必須 読み取り結果の修正ができること。 20
修正専用の機能があり効
率的に修正できる工夫が
あること。

修正のための機能がある
こと。

25 基本機能 検証・修正 任意
画面を切り替えることなく同じ画面で、読み取り元の画像ファイルを表
示しながら読み取った項目のデータの修正ができること。

10
同じ画面で修正ができる
こと。

切り替えが必要だが元の
画像と比較し修正できる
こと。

元の画像ファイルは自分
で開いて確認する。

26 基本機能 検証・修正 任意 読み取った項目の確信度順に表示順を変更できること。 10
確信度順に表示できるこ
と。

確信度を表示できるこ
と。

確信度は表示できない。

27 基本機能 検証・修正 任意
確認作業時に帳票１ページごと１項目ごとなど確認しやすい単位での表
示が可能であること。

10
１項目単位で連続して読
み取り結果を表示・修正
できること。

修正の効率化のためペー
ジ単位以外での何らかの
表示・修正ができるこ
と。

表示はページ単位のみ。

28 基本機能 その他 任意
サーバー・クライアント間の通信には暗号化技術を用い、セキュリティ
を担保した通信が可能であること

10
TLS使用のほかに接続IP
アドレス制限なども行え
ること。

サーバー・クライアント
通信にTLSを使用できる
こと。

セキュリティを担保した
通信を準備していない。

管理機能

29 管理機能 ユーザー管理 必須 1000程度のユーザーを登録できること。 20
追加料金無く1000程度
のユーザーを登録でき
る。

料金を追加することで
1000程度のユーザーを
登録できる。

30 管理機能 ユーザー管理 任意 ユーザーの一括登録及び一括削除ができること。 10
一括登録・削除の機能が
ある。

業者による一括登録・削
除のサービスがある。

一括登録・削除に対する
機能もサービスもない。

31 管理機能 ユーザー管理 必須 ユーザー単位でデータへのアクセス権限を設定できること。 20
ユーザーごとに設定でき
る。

グループ単位でのみ設定
できる。

32 管理機能 ユーザー管理 任意
システム管理者がユーザーごとに参照可能な範囲や権限を設定できるこ
と。

10
ユーザーごとに設定でき
る。

グループ単位でのみ設定
できる。

特に管理者で任意の設定
はできない。

33 管理機能 ユーザー管理 必須
ユーザーのパスワードはユーザー自身で変更・管理することができるこ
と。また管理者はパスワードの変更または初期化が行えること。

20
ユーザー・管理者で変更
できる。

管理者だけが変更でき
る。

評価基準

別紙　機能要件一覧（必須及び任意項目）　

項番 大項目 小分類 必須/任意 小項目（概要） 配点
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